
 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
七
号 

 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
別
表
第
一
号
注 
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の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

十
八
年
総
務
省
告
示
第
五
十
七
号
（ 

 
 

船
舶
又
は 

 
 

航
空
機
に
設
置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
等
の
送
信
設
備
に

指
定
す
る
周
波 

 
 

数
及 

 
 

び
そ
の
指 

 
 

定
周 

 
 

波 
 

 

数
帯
を
定
め
る
件 
 

 

）
の
一
部
を 

 
 

次
の
よ
う
に
改 

 
 

正
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄 
に 
掲 

げ 

る
そ
の
標
記
部
分 

に
二
重
下
線 

を
付
し
た
規
定 

（
以
下 

「
対
象
規
定
」
と 

い
う

。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 
 



 

   

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

［
１
～
４

 
略
］

 
［
１
～
４

 
同
左
］
 

５
 

92
G
Hz
を
超
え

1
0
0
GH
z以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
測
位
業
務
の
無
線
局
（

9
2G
H
zを

超
え

10
0
G
H

z
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
又
は

9
5
G
H
z
を
超
え

1
0
0
G
H
z
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
無
線
航
行
業
務
の
無
線
局
）
の
送
信
設
備

 

周
 
波

 
数
（
注
）
 

指
 
定

 
周

 
波

 
数

 
帯

 
の

 
範

 
囲

 

9
6
G
H
z 

9
2
G
H
zか

ら
1
0
0G
H
zま

で
 

9
7
.
5
GH
z 

9
5
G
H
zか

ら
1
0
0G
H
zま

で
 

 
注
 
周
波
数
は
、
指
定
周
波
数
帯
の
中
心
の
周
波
数
を
指
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

［
新
設
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 


